
 

  

   

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

  

編 集 ・ 発 行 ：南小国町社会福祉協議会 

お問い合わせ先：0967-42-1501 

南
小
国
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
小
国
高
校
卒
業
生
を

対
象
に
、
福
祉
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
お
こ
な
っ
た
生
徒

達
へ
の
感
謝
と
、
卒
業
後
も
福
祉
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に

に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
願
い
を
込
め
て
表

彰
を 
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。 

今
回
の
表
彰
者
２
０
名
は
、
高
校
生
活
３
年
間
で
社
会
福

祉
協
議
会
が
企
画
し
た
福
祉
施
設
な
ど
で
の
夏
祭
り
支
援

や
、
子
ど
も
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
３
３ 

項
目
に
延
べ
１
０
０
日
活
動
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ん
の
活
躍
に
期
待
し
て
い
ま
す 

令
和
元
年
度
や
ま
び
こ
カ
ッ
プ

結

果

発

表 

新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ 

●受付期間：令和２年３月２５日～令和２年７月３１日までの予定 

●貸付対象：町内に住所を有し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業や休業等により

収入が減少し、生活に困窮し、日常生活が困難な世帯 

緊急小口資金 

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場

合に、少額の費用の貸し付けをおこないます。 

対象者 

新型コロナウィルスの影響を受け、休業等によ

り収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維

持のための貸し付けを必要とする世帯 

貸付上限額 原則 １０万円以内 

※特に必要と認められる場合は、２０万以内 

据置期間 １年以内  償還期限 ２年以内 

貸付利子・保証人  無利子・不要 

 

総合支援資金 

生活再建までの間に必要な生活費用の貸し付けを

おこないます。 

対象者 

新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や

失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困

難となっている世帯。 

貸付上限額 ・２人以上 月２０万円以内 

      ・単身     月１５万円以内 

       貸付期間：原則３ヶ月以内 

据置期間 １年以内  償還期限 １０年以内 

貸付利子・保証人  無利子・不要 

※原則自立相談支援事業等による支援を受けた後

に継続的な支援を受けることが要件となります。 

 

お問合せ・申込受付先 

受付時間：午前 10時～午後 4時（土日祝日は除く） 

受付窓口：南小国町社会福祉協議会 

ＴＥＬ：0967-42-1501  

専用電話：080-4517-5820  

担 当：佐藤圭太・佐藤新一郎 

チ ャ レ ン ジ 小 国 Ｇ Ｏ 

福祉・ボランティア表彰 

 

中
学
生
活
３
年
間
の
中
で
南
小
国
町
の
福
祉
向
上

の
た
め
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
た
２
６
名
の
生

徒
た
ち
に
、
南
小
国
町
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
表
彰

状
を
贈
り
ま
し
た
。
晴
れ
ば
れ
り
ん
ど
う
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
日
や
、
子
ど
も
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
が
表
彰
の

対
象
活
動
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

中
に
は
、
１
年
生
の
時
か
ら
、
積
極
的
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
取
り
組
ん
で
く
れ
た
生
徒
も
お
り
、

３
年
間
で
２
１
日
間
活
動
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。 

 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た
め
に
、
表
彰
式

に
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
表
彰
さ
れ
た
生

徒
た
ち
は
と
て
も
喜
ん
で
い
た
と
先
生
よ
り
お
伺
い

し
ま
し
た
。 

 

南
小
国
町
の
福
祉
向
上
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！ 

 
 南 小 国 中 学 校    

ボ ラ ン テ ィ ア 表 彰 

 町内のサロン、老人クラブを対象にミニデイサー

ビスを実施しており『やまびこカップ』を実施しまし

た。やまびこカップとは、【輪投げ】【ジャンボジェ

ンガ】【ピンポンビンゴ】の３種目を実施し、各クラ

ブ・サロンで上位５名の合計得点を競いました。 

 各会場では、大きな声援・笑い声があり、皆さん

『やまびこカップ』を楽しまれていました。 

 令和元年度は、馬場高砂会が１位となりました。

おめでとうございます！優勝された馬場高砂会 

には、やまびこカップの贈呈を行わせていただきま

す。２位以下、個人での結果を紙面裏側に掲載して

いますのでぜひご覧ください。 

 優勝された 

 

順位 クラブ・サロン名 総合得点 

1 馬場高砂会 537 

2 扇長寿会 506 

3 中湯田・樋ノ口健全会 486 

4 上中原老人会 456 

5 下中原老寿会 445 

6 東長寿会 438 

7 湯田不老会 428 

8 志津なかよし会 425 

9 ＴＳＴ老人クラブ 405 

10 波居原長寿会 398 

11 新町ピンコロリ会 354 

12 中中原老人会 354 

12 黒川三養会 334 

14 市原睦美会 261 

 

順位 名前 得点 クラブ・サロン名 

1 安藤 政信 76 馬場高砂会 

2 佐藤 保 60 扇長寿会 

3 俵 藤子 54 馬場高砂会 

4 毛利 美勝 53 上中原老人クラブ 

5 河津 カツヨ 50 下中原老寿会 

5 佐藤 忠孝 50 上中原老人クラブ 

7 堀川 ヨオ子 47 中湯田樋の口健全会 

7 宮崎 チク 47 湯田不老会 

9 佐藤 良子 43 上中原老人クラブ 

10 佐藤 アキミ 40 扇長寿会 

（※敬省略） 

馬場高砂会の皆様、 

優 勝 お め で と う ご ざ い ま す ！ ！ 

令和２年度も開催予定となっていますので、皆さん

優勝目指して頑張ってください！！ 



 
項 目 金 額 

会費 528 

寄付金 1,080 

補助金 36,988 

受託金 3,115 

事業・負担金収入 2,574 

介護保険事業 92,064 

障害福祉サービス事業 395 

共同募金配分金 948 

その他収入 489 

介護保険事業等繰入金 4,255 

法人運営事業等繰入金 2,559 

職員資格取得貸付金償還金 120 

事業安定積立資産取崩収入 2,480 

基金積立資産取崩収入 1,969 

施設整備等補助金収入 1,960 

合 計 151,524 

 

項 目 金 額 

人件費 114,623 

法人運営等事業費 4,396 

法人運営等事務費 3,971 

介護保険等事業費 8,555 

介護保険等事務費 3,819 

共同募金事業費 1,403 

助成金 162 

退職手当金支出 2,061 

介護保険事業繰入金支出 4,256 

法人運営事業繰入金支出 2,559 

職員資格取得貸付金 200 

施設整備等支出 5,139 

予備費 380 

合 計 151,524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

基 本 

方 針 

 

住民の皆様・役場・関係者等と協力し、住民同士のつながりの薄らぎ、社会的孤立、防災な
ど様々な課題に対し、福祉サービスの充実はもちろんのこと、『自助や互助を基本とした、共に
安心・安全に暮らせる地域』とするための支援と支え合いの仕組みづくりを行い    
『まるごと地域共生社会』の実現を目指します。 
 【きよらの郷 もやいで つなぐ 福祉の輪】をスローガンとした第２期【南小国町地
域福祉総合実践計画】に基づき、住民の皆様と一緒に創りあげるという姿勢で、互助共助の
心あふれる、共に生きる地域づくりを目指し事業を展開していきます。 

重 点 目 標 

 
① 地域福祉（地域支えあい活動）の推進 
第２期南小国町地域福祉総合実践計画に基づき、地域福祉（地域支え合い活動）を推進していきます。   

 
② 介護保険制度改正にあわせた取り組みの推進 
 南小国町高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画と調和をとりつつ、総合支援事業（介護予防・生活支
援）や地域包括ケアシステムの充実に向けた地域福祉を推進します。 

 
③ 職員の資質向上 
 介護保険事業の安定経営を図る上で、事業所として更なる努力と職員一人ひとりの資質向上に努めます。 
 
④  阿蘇やまびこネットワーク活動の推進 
 地域に潜在し多様化するニーズ・課題を早期に発見し、的確な福祉サービス利用・支援へとつなげていける
ように、各関係機関や団体・役場各課と連携強化を図りながら、町民に寄り添ったワンストップ型の相談支
援体制に努めます。 

 
⑤  誰もが安心して住める地域づくりの推進 
 障がいのある人や認知症などで要介護状態にある人も住み慣れた地域で安心して日常生活が送れるような 
地域（町）となるように、一人ひとりの困りごとや地域のこまりごとを我がことと思っていただけるような
地域づくりの構築を推進し、様々な取り組みを周知・啓発していきます。 

町民の方々の社協会費 

香典返し・社協事業 
への寄付金等 

町からの補助金 

外出支援事業、権利擁護事業、
生活福祉資金 
りんどう荘管理など 

子どもデイ等の利用料など 

介護報酬（デイサービス、
ホームヘルパーケアプラ
ン料）、利用者負担金 

介護給付、利用者負担 

令和元年度赤い羽根共同
募金運動による配分金 

受取利息、雑収入など 

介護保険事業の収益金を
法人運営へ繰入 

寄付金を福祉推進、心配
ごと相談、ボランティア
センター事業等へ繰入 

事務局（法人運営・地域福
祉等）、地域包括支援セン
ター出向、介護保険事業
（デイサービス、ホーム
ヘルパー、居宅介護支援
事業所）の人件費 

法人運営・施設管理・地域
福祉推進、ボランティア
センター等にかかる消耗
品等運営費 

デイサービス、ホームヘ
ルパー、居宅介護事業所
の消耗品等運営費 

高齢者（介護予防など）・
子育て支援・福祉教育・ 
地域福祉活動支援など 

福祉団体、ボランティア
団体への支援 

県・全国社協退職手当金
支出 

介護保険事業の収益金を
法人運営事業へ繰入 

寄付金を福祉推進、心配
ごと相談、ボランティア
センター事業へ繰入 

≪収入の部≫（単位：千円） ≪支出の部≫（単位：千円） 

１． 南小国町社協の組織運営・強化 
① 理事会、評議員会の開催、評議員選任解任委員会の開催 
② 福祉サービス苦情解決体制の整備（第三者委員会） 
③ 南小国町地域福祉総合実践計画の推進 
④ 組織・職員の資質向上及び職員育成体制の整備 
⑤ 社協組織強化・財政基盤の強化・業務改善の推進 

 

２． 町施設の管理運営（指定管理） 
① 地域福祉センターりんどう荘 

 
３． 地域支え合い活動の推進 

① ふくし座談会の開催（認知症学習、防災福祉マップ作成等） 
② 阿蘇やまびこネットワーク活動の推進（見守り会議、小国郷医療

福祉あんしんネットワーク会議など） 
③ 高齢者の生きがいと健康の維持増進・介護予防の推進（ﾐﾆﾃﾞｲｻｰ

ﾋﾞｽなど） 
④ 地域の福祉・防災・ふれあいサロン活動の支援（助成事業など） 
⑤ 安心生活サポート事業の見直し（生活・買い物支援など） 
⑥ 福祉・健康学習支援（いきいき 100 歳体操の普及推進など） 
⑦ 地域の福祉活動事例の広報 

 
４． 人材育成と福祉文化の醸成 

① 町民啓発活動（社協だより、福祉講演会、第 1６回晴ればれりん
どうボランティアの日、ホームページ更新など） 

② ボランティアセンター機能の充実とボランティア活動の推進 
（ボランティア登録、ボランティア保険事務、ボランティア講習会、 
なずなの会の活動支援など） 

③ 福祉・ボランティア教育の推進（福祉学習への支援、小中高生へ
の福祉・ボランティア教育推進など） 

④ 南小国町災害ボランティアセンター設置準備 
 
５． 役場・社協・関係機関の一層の連携 

① ふれあい福祉相談事業（心配ごと相談、無料法律相談など） 
② 生活困窮者等自立相談支援事業 
③ 総合相談体制の充実及び関係機関とのネットワーク強化 
④ 子育て支援事業（子育てサポートの事業見直し、子どもデ

イサービス、子育て広場き★ら★らと地域子育て支援事業
ぬくもりとの協働） 

⑤ 南小国町民生委員児童委員活動の推進 
⑥ 命のバトン事業（命のバトンの更新など） 
⑦ 地域障がい者(児)支援 
⑧ 地域包括ケアシステムの整備及び関係機関とのネットワー

ク強化 
⑨ 認知症の人を支える地域づくりへの協力 

 
６． 在宅福祉サービス事業 

① 福祉用具・車輛等貸与事業 
② 外出支援サービス事業（町受託事業） 
③ 地域福祉権利擁護事業（金銭管理など） 
④ 生活福祉資金貸付事業 
⑤ 一人暮らし高齢者への元気支援事業（ふれあい昼食会  

ふれあいバスハイク、実態把握） 
⑥ 第 6 回小国郷介護員養成講座の開催の検討 

 
７．  各種団体等の事務受託と活動支援 

① 共同募金会南小国町分会の事務局運営 
（10 月 1 日～３月 31 日共同募金運動推進） 

② 日本赤十字社南小国町分区の事務局運営 
（日赤会費のお願いと会員募集） 

③ 老人クラブ連合会の事務・事業への支援 
④ 地域福祉団体等との連携（障がい者（児）支援、福祉団体

活動推進事業など） 
 

８． 居宅サービス事業（介護保険・介護予防・障がい者
総合支援）と地域包括支援センターへの出向 
① 居宅介護支援（居宅ｻｰﾋﾞｽ計画の作成等） 
② 訪問介護サービス（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ） 
③ 通所介護サービス（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 
④ 障がい者総合支援法事業（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ） 
⑤ 南小国町地域包括支援センターへの職員出向 

詳しい資料はいつでも閲覧できますので、

ご不明な点などございましたらお気軽にお

問い合わせください。 


